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【問い合わせ・申込み先】 地域整備課　環境整備室　☎68-5539

６
月
５
日
は「
環
境
の
日
」

６
月
５
日
は「
環
境
の
日
」

６
月
は「
環
境
月
間
」で
す
！

　「
環
境
の
日
」と
は
、昭
和
47
年
６
月
５
日
か
ら
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
開
催
さ
れ
た「
国
際
人
間

環
境
会
議
」を
記
念
し
て
、国
連
が
定
め
た
も
の
で
す
。

　
日
本
で
は
、環
境
基
本
法
に
お
い
て
６
月
５
日
を「
環
境
の
日
」と
定
め
、６
月
の
１
ヵ
月
間
を

「
環
境
月
間
」と
し
て
設
定
し
、環
境
問
題
に
つ
い
て
の
関
心
と
理
解
を
深
め
る
た
め
、環
境
保
全

活
動
の
普
及
、啓
発
に
関
す
る
各
種
行
事
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

伯
耆
町
の
主
な
取
組
み

　・ 

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

　
　ま
た
は
、太
陽
熱
温
水
器
設
置
費
の
補
助

　・ 

コ
ン
ポ
ス
ト
容
器
購
入
費
の
補
助

　・ 

ノ
ー
レ
ジ
袋
デ
イ（
毎
月
１０
日
）

　
平
成
24
年
度
、家
庭
か
ら
の
可
燃
ご
み
排
出
量
は
、1
7
３
5
ト
ン
で
、

昨
年
よ
り
10
ト
ン
減
少
し
ま
し
た
。ま
た
、資
源・不
燃
ご
み
も
6
３
３
ト
ン
で
、

昨
年
よ
り
13
ト
ン
減
少
し
ま
し
た
。

　
今
後
と
も
、ゴ
ミ
の
減
量
化
・
資
源
化
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

伯
耆
町
の
家
庭
ご
み
は
、減
少
傾
向

　伯耆町では、自然エネルギーの活用を積
極的に支援し、環境にやさしいまちづくりを
推進していくため、住宅用太陽光発電システ
ムまたは、太陽熱温水器を設置される方に
対し、補助金を交付します。

※申請書は地域整備課で配布します。また、町のホームページからもダウンロードできます。

（太陽光発電システム）
1キロワットあたり10万円（上限40万円）

（太陽熱温水器）
1件あたり7万円

補助金額

※予算がなくなり次第、受付を終了します。
6月3日（月）から申請期間

（太陽光発電システムの場合、事前に国の補助金の申し込みを行い、受理されたものに限ります。）
町内に住所を有し、自ら居住する住宅に太陽光発電システムまたは、太陽熱温水器を設置される方対 象 者

発注先の事業者は、県内の事業者であることが必須です。
※太陽光発電システムの場合は、6月1日以降の契約からこの条件が適用されます。
　また、設置工事についても、県内の事業者であることが必須です。

そ の 他

　住民、事業所、行政が一体となって、監視や啓発活動などを一斉に
実施するなど、廃棄物の不法投棄対策などの取り組みを強化します。
　伯耆町では、不法投棄パトロールを実施し、不法投棄の早期発見・
早期対応に取り組みます。不法投棄をすると、５年以下の懲役もしく
は１千万円（法人は3億円）以下の罰金が科せられます。不法投棄は絶
対にやめましょう。また不法投棄を発見された場合は、役場までご連
絡ください。
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伯耆町のごみ処理量伯耆町のごみ処理量
（家庭からの回収ごみ）（家庭からの回収ごみ）
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